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小金井市ホームページアドレス
　http://www.city.koganei.tokyo.jp/
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不認定×××××○×○○○×決平成１５年度小金井市一般会計歳入歳出決算の認定について

認定○○○○○○○○○○○決平成１５年度小金井市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について

認定○○○○○○○○○○○決平成１５年度小金井市下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について

認定○○○○○○○○○○○決平成１５年度小金井市受託水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について

認定○○○○○○○○○○○決平成１５年度小金井市老人保健医療特別会計歳入歳出決算の認定について

認定○○○×○○○○○○×決平成１５年度小金井市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について

議会として異
議のない旨の
意見を提出

○○○○○○○○○○○即決人権擁護委員候補者の推薦について（同様外４件）

原案可決○○××○○○○○○×建小金井市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例の一部を改正する条例

原案可決○○○○○○○○○○×予平成１６年度小金井市一般会計補正予算（第１回）

原案可決×△××○○×○○○×総小金井市行政手続条例の一部を改正する条例

否決×××××○×○○○×建小金井市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例

原案可決○○○○○○○○○○○建小金井市栗山公園健康運動センター条例の一部を改正する条例

可決○○○○○○○○○○○建市道路線の変更について

議案の審議結果
付託先略称　総：総務企画委員会　建：建設環境委員会
　　　　　　予：予算特別委員会　決：決算特別委員会
　　　　　　即決：委員会付託を省略し本会議で採決

小 金 井 市 議 会 議 員 の 税 等 の 納 付 状 況

年　　　金　　　保　　　険　　　料健康保険税（料）個人市民税・都民税所　　得　　税項目・年度

議員名 １５１４１３１２１１１０９８７６５４３２元６３６２６１１５１４１３１２１５１４１３１２１５１４１３

×△○○○○○○○○○○○伊藤　隆文

○○○○○○○○○○○○露口　哲治

○○○○○○○○○○○○○○○○○○小山　美香

○○○○○○○○○○○○藤村　　忍

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○野見山修吉

○○○○○○○○○○○○稲垣　庸子

○△△×××××○○○○○○○○○○○○○○若竹　綾子

○○○○○○○○○○○○○○○○○○漢人　明子

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○小尾　武人

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○和田　茂雄

○○○○○○○○○○○○○○○○○○西岡真一郎

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○五十嵐京子

○○○○○○○○○○○○△○○○○○○○○○○○青木ひかる

○○○○○○○○○○○○○○○○○○斎藤　康夫

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○板倉　真也

○○△○○○○○○○○○関根　優司

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○鈴木　洋子

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○武井　正明

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○篠原ひろし

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○小川　和彦

○○○○○○○○○○○○高木　真人

○○○△×××××××○○○○○○○○○○○渡辺　大三

○○○△○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○森戸　洋子

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○井上　忠男

所得税については年分で掲載し、個人市民税・都民税、健康保険税（料）及び年金保険料は年度で掲載をしています。

表示例は、○　当該年分又は年度に納付すべき額がすべて納付されている。
　　　　　△　当該年分又は年度に納付すべき額の一部が納付されている。
　　　　　×　当該年分又は年度に納付すべき額がまったく納付されていない。
　　　　　■□ 　議員でない期間であるため公開の対象としていません。（年金保険料については、受給者となった場合も含みます。）

平成１６年１２月２８日現在の納付状況です。議員在職期間中で、年金保険料は昭和６１年度の強制加入開始以降、その他は証明書が発行される期間を公開しています。


